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　毎年 1月 1日に家屋等を所有している人には、固定資産税が課税されます。令和 5 年 1月 2 日以降、令和 5 年中に家屋
について次のいずれかを行った人はご確認ください。

��問 税務課　固定資産税係　☎ 92-7918

令和 5 年中に家屋の新築・増築・解家・用途変更をした人へ

令和 5 年 1月 2 日～12 月 31日に
家屋を新築・増築した
税務課からの家屋調査が済んでいな
い場合は、至急税務課にご連絡くだ
さい。なお、故意に調査を拒まれる
と、家屋の評価額が正しく算出され
ないことがあります。

令和 5 年 12 月 31日までに
家屋を取り壊した
解家届を必ず提出してください。
解家届が提出されないと、翌年以降
も固定資産税が課税されることがあ
ります。

令和 5 年 1月 2 日～12 月 31日に
家屋の用途を変更した
住宅を店舗に変更するなど、家屋の
用途を変更した場合は、住宅用地異
動申告書の提出をお願いします。

��問申 教育学習課　教育総務係　☎ 92-7980

基山町育英資金 奨学生を募集します

　基山町育英資金は、基山町在住、出身で意欲ある学生に奨学金を無利子で貸与する制度です。高校生は年間 12 万円、
大学生は 48 万円まで利用でき、卒業後、最長で 12 年間かけて返還できる制度です。無利子で利用できる育英資金制度を
利用しませんか？

▽対象者 基山町出身で学業に意欲ある、高校生・高専生・専門学校生・短大生・大学生・大学院生
 ※学年は問いません（ただし正規課程内とします）。

▽貸付金額 
 

 

▽必要書類 ①奨学金貸与願（連帯保証人が 1人必要です）
 ②奨学生推薦書または在学証明書、もしくは卒業証明書
 ③戸籍謄本または住民票謄本
 ④家庭調査書
 ⑤その他合格通知書の写しなど　※①②④の様式は、教育学習課窓口や町ホームページで取得できます。

▽申込期限 令和 6 年 3 月15 日（金）

　11月から、8 区の安全な町づくり推進協議会の委員が交代しました。
　安全な町づくり推進協議会では、防犯の啓発や防犯灯・危険個所の点検、防犯パトロール、
路上違反屋外広告物の撤去、子どもたちの見守りなどを行っています。

【令和 5 年 11月1日委嘱】小西 誠（8 区）※敬称略

��問 住民課　くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

安全な町づくり推進協議会委員の交代について

高校生 月額 1 万円以内
高専生（4 年生以上）・専門学校生
短大生・大学生・大学院生 月額 4 万円以内

令和 6 年 4 月から、大学生等の貸付金額が
2 万円以内→ 4 万円以内へ増額！

町ホームページ

相続センター業務内容
　○相続の手続きに関するご相談
　○相続人調査 ・相続関係説明図の作成
　○預貯金や株式、 不動産などの相続手続き
　○生前の遺言作成サポート
　○相続税対策のご相談、 サポート
　○ライフプラン ・ エンディングノートの作成及びサポート　など

【営業時間】 平日　8:30 ～ 17:30　秘密厳守
※事前にご面談日のご予約日程を調整させて頂きます。
※遠方やお身体の不自由な方のために出張相談も承ります。

相続事務 ・遺言の御相談及びサポートの受付窓口

株式会社州都相続センター

フリーダイヤル　０１２０－３８８－８２２
〒841-0036　佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目 18番地 6　ＨスクエアＢＬＤ　

私たち州都相続センターは、 各種専門家と協力し、 皆様をサポートいたします。
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　世界人権宣言が採択された12 月10 日は「人権デー」とされ、12 月 4 日～10 日を「人
権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及高揚に
努めています。「思いやりの心」と「かけがえのない命」について考えてみましょう。

▽人権擁護委員
　基山町には、法務大臣が委嘱した民間のボランティアである人権擁護
委員が 3 名います。人権相談など地域に根ざした活動を行い、人権尊
重思想の普及と人権侵害の防止に取り組んでいます。

��問 総務課　文書法令係　☎ 92-7915

12 月 4 日～10 日は「人権週間」です

▽人権行政相談
　毎月第３木曜日の午後１時～４時に、基山町
民会館で人権行政相談を実施しています。人権
問題で悩んでいる人はお気軽にご相談くださ
い。相談は無料で、秘密は固く守られます。

人権イメージキャラクター
人 KEN まもる君・人 KEN あゆみちゃん

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、令和 6 年度からの新たな計画（案）についてあらかじめ公表し、皆さんからの意見
を募集します。

��問 佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎ 0952-64-8476

佐賀県後期高齢者医療広域連合からの意見募集
第 5 次広域計画（案）・第 3 期長寿健康づくり事業実施計画（案）

▽意見を募集する計画
① 第 5 次広域計画（案） 【担当：総務課 総務係】
　 広域連合及び構成市町が相互にその役割を担い、連携を図りながら総

合的かつ計画的に広域行政事務を行うための基本的な指針です。第 4
次広域計画が令和 5 年度で満了となるため、次期計画を策定します。

②第 3 期長寿健康づくり事業実施計画（案） 【担当：業務課 企画・保健係】
　 平成 30 年 3 月に策定した第 2 期長寿健康づくり事業実施計画が令和

5 年度で満了となります。最終評価後に第 3 期計画を策定します。

▽意見募集期間
12 月 11 日（月）～ 28 日（木）

▽資料を閲覧できる場所
・広域連合のホームページや窓口
・基山町役場 福祉課の窓口

年末特別警戒期間：12 月 28 日（木）～30 日（土）

��問 総務課　防災係　☎ 92-7915

基山町消防団 年末特別警戒のお知らせ（12 月 28 日～30 日）

　年末は火を扱う機会が増えるとともに、その慌ただしさで
火に対する注意もおろそかになりがちです。また、空気が乾
燥し風も強くなることから、火災が発生しやすい季節です。

　基山町消防団では、年末の火災予防のため、年末特別警
戒を実施します。期間中は夜間巡回パトロールを行います。

　皆さんも、寝る前にもう一度火の元の確認を行い、火災発
生を未然に防ぎましょう。

全国統一防火標語
「火を消して 不安を消して つなぐ未来」

・期間中、夜間巡回パトロールを行います。
・12 月 28 日（木）午後 8 時にサイレンを吹鳴します。

山本 頼子さん、井上 正史さん、前田 淳子さん基山町の人権擁護委員
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　第 6 次基山町総合計画策定のため、総合計画審議会委員を募集します。
　総合計画審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査及び審議を行う
ため、基山町総合計画審議会条例に基づき設置されるものです。この審議会において、広く町民
の皆様の意見を反映するため、3 人の委員を公募します。

��問申 企画政策課　総合計画推進係　☎ 92-2188　FAX 92-2084　 sogokeikaku-1@town.kiyama.lg.jp

第 6 次基山町総合計画審議会委員を募集します

▽申込方法
申込書を、持参、郵送、FAX、メールのいずれかの方法で企画政
策課にご提出ください。

申込書には、次の事項を記載してください（様式は任意）。
①氏名（ふりがな） ②性別
③年齢（申込日時点） ④電話番号
⑤住所（町外在住で勤務地が基山町の場合は、会社名と会社所在地も記載）
⑥私が思う基山町の未来と取り組むべき課題（400 字程度）
※ メールで申し込む場合は、件名を「第 6 次基山町総合計画審議会

委員申込」としてください。

▽申込期限� 12 月 22 日（金）※必着

▽選考方法 申込書の内容により選考します。

募集人数 3 人

活動内容
第 6 次基山町総合計画に関する事項に
ついての調査及び審議

（任期中に 6 回程度開催予定）

報酬 会議出席 1 回につき 5,700 円

任期
第 6 次基山町総合計画に係る調査及び
審査が終了するまでの期間

（令和6年3月～令和7年3月末の予定）

応募資格 基山町に居住または勤務している18 歳
以上の人

��問 基山町選挙管理委員会事務局（町総務課内）　☎ 92-7915

基山町長選挙 立候補届出事務説明会を開催します

　基山町選挙管理委員会では、令和 6 年 2 月 11日執行予定の基山町長選挙に立候補を予定している人に対し、次
のとおり立候補届出事務説明会を開催します。

▽日時 令和 6 年 1月10 日（水）午後 2 時～

▽場所 基山町役場　４階大会議室
 ※会場の都合により、出席者は、立候補予定者 1人につき 3 人までとします。

▽内容 立候補手続き、選挙運動、収支報告、公費負担等

　町では、11月1日付で 1 名の職員を採用しましたので紹介します。これから町民の皆さんと
お会いする機会も多くなります。どうぞよろしくお願いします。

【令和 5 年 11月採用】村山 進祐（建設課　工務第 1 係）

��問 総務課　行政係　☎ 92-7915

令和 5 年 11月採用　新規職員を紹介します




